
■入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について 

当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定

し、７日以内に文書によりお渡ししています。 

また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の

基準を満たしています。 

・安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、より実効性の

ある医療安全対策の実施や職員研修を計画的に実施しています。 

・感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等をおこ

ない、院内感染対策を目的とした職員の研修を行っています。また、院内だけにとどまらず、地域

の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための活動を行っています。 

 


